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１ 滋賀県のめざすところ  

第Ⅰ章において記載した現状や課題を踏まえ、滋賀県は、次のような“2030 年の目指す姿”を

掲げました。 

 

① 琵琶湖漁業、河川漁業、魚類養殖業、真珠養殖業および水産加工業からなる本県水産業が、

水産資源の有効な活用や後継者が確保されている状況を背景に、各分野が役割を果たして、

本県ならではの魅力ある魚介類や淡水真珠、健全なレクリエーションの場を、県民をはじ

めとする多くの人々に提供するとともに、これら活動により環境保全や食文化の継承など

水産業の持つ多面的機能が発揮されている姿を目指す。 

 

② 特に琵琶湖漁業については、現役漁業者の６割が 65 歳以上になり、高齢化による漁業者

の減少は避けられない現状にある。そういう中でも、琵琶湖漁業が継承されていくために、

担い手と消費・流通およびそれを支える漁業組織の充実、琵琶湖の水産資源を最大活用し

た効率的な漁業が実践できる仕組みに裏付けられた「少数でも一人ひとりが精鋭の“儲か

る漁業”」の実現を目指す。 

 

○滋賀県内水面漁業振興計画 

○滋賀県淡水真珠振興計画 

 

滋賀県では平成 26 年６月に制定された「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、琵琶

湖漁業、河川漁業および養殖業の様々な課題に対応し、これらの振興を推進するため、「滋賀

県内水面漁業振興計画」を、また、平成 28 年６月に制定された「真珠の振興に関する法律」

に基づき、本県真珠産業の再興と維持発展を図るため、「滋賀県淡水真珠振興計画」を平成 30

年３月にそれぞれ策定しました。 

これらの計画の期間が令和２年度で終期を迎えたことから、上記の“2030 年の目指す姿”や

新たな「滋賀県農業・水産業基本計画」の内容を踏まえ、パブリックコメントにより県民の皆

さまからのご意見もいただいたうえで、令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間と

する新たな内容に改訂しました。 

少 数 で も 精 鋭 の “ 儲 か る 漁 業 ”
漁業組織の充実

●高い販売スキルを
有する漁業組織が
漁業者をサポート

●少人数でも行える
効率的な漁法による
操業が可能に

漁業制度の改革

●水産資源を適正かつ
最大に活用した漁業
が実践される

合理的な資源管理

●漁業者1人あたりの
水揚げ高1,000万円/年

（所得向上へ）

担い手、消費・流通の充実

琵琶湖漁業 目指す2030年の姿

水揚げ高には、燃料費、減
価償却費等の諸経費を含む

注）
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※公表版「滋賀県内水面漁業振興計画」は滋賀県ホームページに掲載されています → 
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※公表版「滋賀県淡水真珠振興計画」は滋賀県ホームページに掲載されています → 
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令和７年度の目標とする指標（滋賀県内水面漁業振興計画） 

目標（R7）

琵琶湖漁業
琵琶湖の漁獲量(外来魚除く)
（農林水産統計値から）

811トン（R1） 未公表（R2） ９００トン（R6）

冬季ニゴロブナ当歳魚資源尾数
（水産試験場による推定から）

308万尾（R1） 417万尾（R2） 700万尾

９月生まれのアユ仔魚の最低必要数
（水産試験場による推定数等から）

49.2億尾（R1） 46.4億尾（R2） 27億尾

外来魚生息量
（水産試験場による推定から）

432トン
(H30年度末)

未推定（R1年度末）
300トン

（R7年度末）

砂地造成面積
（水産課による事業実績から）

65.3ha
（H19～R1累計）

74.3ha
（H19～R2累計）

92.3ha
（～R6累計）

新規漁業就業者数
（水産課による調査から）

累計7人
(H28～R1)

累計11人
(H28～R2)

10人
（R3～7の累計）

琵琶湖八珍マイスター登録件数
（水産課による登録件数から）

235店舗
（R1末累計）

245店舗（R2末累計） 300店舗（R7末累計）

琵琶湖の水産物を食べた人の割合
（県政モニター調査から）

73％（R1） 70％（R2） 85%

ふなずし講習会参加者数
（水産課による調査から）

686人（R1） 248人（R2） 850人

学校給食での湖魚の年間使用回数
（水産課による調査から）

7.2回（R1） 調査中（R2） 10回

河川漁業
河川漁協における遊漁者数

（遊漁券発行枚数からの推計）
24,900人（R1） 32,900人（R2） 35,000人

河川漁協での釣り教室等参加者数
（漁業団体による事業実績から）

81人（R1） 63人（R2） 120人

養殖漁業
養殖ビワマス出荷量

（水産試験場による調査から）
7トン（R1） 12トン（R2） 20トン

現状指標

 

 

令和７年度の目標とする指標（滋賀県淡水真珠振興計画） 

 

 

 

 

 

指標 現状（R2） 目標（R7）

真珠母貝生産数 37,500個 63,000個

　※真珠母貝生産から3年後以降に真珠の施術が可能となり、真珠は施術から3年後以降に収穫される。

　※真珠母貝生産からの歩留まりは2/3程度、施術貝1個から形成させる真珠は約1.5g程度を見込む。


